
地域医療構想における具体的対応方針
（「医療法人工藤医院」診療所の役割と機能）

所在地： 岩手県花巻市一日市2番27号

診療所名：医療法人工藤医院
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3その他(他の医療機関との機能連携等）
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産科においては､一次医療機関として低リスク妊婦の妊娠･分娩の受け入れを中心とし､総合

周産期母子医療センターはじめ、中部地域｡盛岡地域の各周産期母子医療センターと機能を

分担し､連携しています。

婦人科においては､症状が落ち着いている方について､二次医療機関と連携を取りながら患｜
者の受け入れをし､病状の経過を管理しています。

また､患者の病状により､花巻市内および近隣市町村の各ｸﾘﾆｯｸとも連携をしています．
情報を共有し､専門的･適切に判断していただき､今後の治療方針の決定や患者支援を行って｜

います。
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【報告担当者】

所 属

事務長役 職

菊池 真澄氏 名

電 話 0198-23-2715

kty@kudoclinic.come-mail


